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●
障
害
児
放
課
後
ク
ラ
ブ
事
業
　（
新
規
）

　

平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら
、
障
害
児
の
健

全
な
育
成
と
保
護
者
の
養
育
負
担
の
軽
減

や
、
児
童
・
生
徒
の
居
場
所
づ
く
り
を
目
的

と
す
る
「
障
害
児
放
課
後
ク
ラ
ブ
」
を
開
設

し
ま
す
。

◆
事
業
実
施
場
所

　

橘
ふ
れ
あ
い
か
ん
こ
ろ
楽
園

　
（
旧
油
良
小
学
校
）

◆
利
用
対
象
者

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
の
学
童
保
育
が
困

難
な
町
内
に
住
所
を
有
す
る
障
害
の
あ
る
児

童
お
よ
び
生
徒

※
詳
し
く
は
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
利
用
料
金
等

　

平
日
の
放
課
後　

1
日
に
つ
き
１
５
０
円

　

学
校
休
業
日　
　

1
日
に
つ
き
３
０
０
円

◆
開
設
時
間

・
放
課
後　
　

月
曜
日
～
金
曜
日　

　
　

午
後
2
時
～
午
後
6
時
ま
で

・
学
校
休
業
日　

月
曜
日
～
金
曜
日　

　
　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
6
時
ま
で

◆
休
業
日

　

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
、
12
月
29

日
～
１
月
３
日
ま
で

※
送
迎
は
、
学
校
ま
た
は
自
宅
等
か
ら
放
課

後
ク
ラ
ブ
ま
で
と
し
、
放
課
後
ク
ラ
ブ
終
了

後
は
保
護
者
の
迎
え
に
よ
り
帰
宅
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

●
障
害
者
就
労
施
設
通
所
交
通
費
助
成
事
業

　
（
新
規
）

　

平
成
25
年
4
月
か
ら
、
就
労
訓
練
施
設
に

通
所
さ
れ
て
い
る
障
害
者
の
方
々
に
対
し
、

交
通
費
の
助
成
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済

的
な
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
就
労
意
欲

を
促
進
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

町
か
ら
支
給
決
定
を
受
け
て
、
就
労
移
行

支
援
事
業
所
、
就
労
継
続
支
援
事
業
所
（
Ａ

型
、
Ｂ
型
）
に
通
所
さ
れ
て
い
る
障
害
者
の

方◆
助
成
金
額

○
バ
ス
、
電
車
を
利
用
し
て
通
所
し
て
い
る

場
合
、
運
賃
（
障
害
者
割
引
後
）
の
２
分
の

１
を
助
成
し
ま
す
。
定
期
券
を
利
用
し
て
通

所
し
て
い
る
場
合
は
、定
期
券
購
入
料
金
（
障

害
者
割
引
後
）
の
２
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

○
自
家
用
車
を
利
用
し
て
通
所
し
て
い
る
場

合
、
１
㎞
当
た
り
15
円
を
か
け
た
金
額
の
２

分
の
１
を
助
成
し
ま
す
。

○
な
お
、
右
記
助
成
金
の
月
額
上
限
額
は

1
万
円
と
な
り
ま
す
。

◆
申
請
の
手
続
き

　

申
請
書
お
よ
び
請
求
書
を
翌
月
の
10
日
ま

で
に
福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
・
出
張
所

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
請
書
に

は
通
所
施
設
の
証
明
（
通
所
日
数
）
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
　
福
祉
課　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

平
成
25
年
度
の
新
た
な
障
害
福
祉
事
業
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

▼
健
康
増
進
計
画
（
後
期
計
画
）
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　

町
で
は
、
健
康
で
輝
い
て
生
涯
を
送
る
こ
と
が
で
き
、
長
寿
を
共
に
喜
び
合
え

る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
健
康
増
進
計
画
を
策
定
し
、
健
康
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
は
、
健
康
や
生
活
習
慣
に
関
係
の
深
い
8
領
域
で
構
成
し
、
各
領
域

を
充
実
さ
せ
な
が
ら
健
康
を
増
進
し
て
い
く
も
の
で
す
。
ま
ず
は
日
々
の
生
活
に

深
く
関
わ
る
「
栄
養
・
食
生
活
」
に
重
点
を
置
き
、
他
の
領
域
へ
と
つ
な
い
で
い

き
ま
す
。（
例
え
ば
、
お
い
し
く
食
べ
て
元
気
に
な
る
た
め
に
、
し
っ
か
り
噛
め
る

こ
と
や
体
を
動
か
す
こ
と
、
快
眠
、
快
便
を
こ
こ
ろ
が
け
る
な
ど
）

　

み
な
さ
ん
ひ
と
り
ひ
と
り
が
健
康
や
生
活
習
慣
に
関
心
を
持
ち
、
気
を
つ
け
て

い
く
こ
と
が
、
ま
ち
の
健
康
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま
す
。
多
く
の
方
に
健
康
に
関

心
を
も
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
シ
リ
ー
ズ
で
健
康
づ
く
り
に
役
立
つ
情
報
を
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

健康づくりを推進していく
ための 8 領域

１．栄養・食生活　　　　　　
　　　　　
２．運動・身体活動

３．休養・こころの健康づくり
　　　　　
４．たばこ

５．アルコール　　　　　　　
　　　　　
６．歯と口の健康づくり

７．循環器疾患・糖尿病　　　
　　　　　
８．がん

し
っ
ち
ょ
る
？   

や
っ
ち
ょ
る
？   

健
康
づ
く
り
！

　
～
「
ち
ょ
び
塩
」
で
お
い
し
く
元
気
に
！ 

～
①

◆問い合わせ　健康増進課　
☎０８２０（７７）５５０４


